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学生保険について 

 

学生生活において、思わぬ怪我や事故が発生する可能性もあり、また学外実習先の実習生受け入れ

条件にも保険加入が要望されていますので、本学では学生の教育研究中の災害事故に対する、全国的

な補償救済制度である、公益財団法人日本国際教育支援協会の「学生教育研究災害傷害保険」・「学

研災付帯賠償責任保険、感染症補償として日本看護学校協議会の「総合補償制度 Will」に加入してお

ります。なお、保険料は、学生の委託徴収金として納めていただきます。 

 

＜学生教育研究災害傷害保険（通学中等担保特約付）＞2,000万円コース 

 

1． 保険金が支払われる場合 

 

（1）本学における教育研究活動中、急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ったとき。教育

研究活動中」とは次の場合を指します。 

 

① 正 課 中 

講義、実験・実習、演習または実技による授業（以上を総称して以下「授業」と称します。）を

受けている間を指し、次に掲げる間を含みます。 

イ．指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、専

ら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。 

ロ．指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末を行っている間、または授業を行う場所、

大学の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。 

② 学校行事中 

大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行

事に参加している間。 

③ ①②以外で学校施設内にいる間 

大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設内にいる間。ただし、寄宿舎にい

る間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間、または大学が禁じた行為を行っている間を除き

ます。 

④ 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間 

大学の規則に則った所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動

または体育活動を行っている間。 

ただし、山岳登はんやハンググライダーなどの危険なスポーツを行っている間を除きます。 

 

（2）上記の他、通学中の事故・学校施設等相互間の移動中に身体に傷害を被ったとき保険金が支払わ

れます。 

 

① 通 学 中 

大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法（大
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学が禁じた方法を除きます）により、住居と学校施設等との間を往復する間。 

② 学校施設等相互間の移動中 

合理的な経路および方法（大学が禁じた方法を除きます）により、大学が教育研究のために所

有、使用または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所の相互

間を移動している間。 

 

2． 保険金が支払われない場合 

 

故意、闘争行為、犯罪行為、疾病、地震、噴火、津波、戦争、暴動、放射線・放射能による傷害、

無資格運転・酒酔い運転、施設外の課外活動で危険なスポーツを行っている間など。 

なお、飲酒による急性アルコール中毒症など急激・偶然・外来の条件を充足しない事故も対象とな

りません。 

 

3． 保険金の種類と金額 

事故発生時の活動の種別 治療日数 医療保険金 

＋ 
入

院

し

た

場

合 

入院加算金 

（180日限度） 

正課中・

学 校 行

事中 

（ 対 象 外 ） 

（対象外） 

1 日～  3 日 3,000 円 

入院 1 日につき

4,000 円 

課外活動（クラブ

活動）を行ってい

る間以外で学校

施設内にいる間・

通学特約加入者

の通学中・学校施

設等相互間の移

動中 

4 日～  6 日 6,000 円 

7 日～ 13 日 15,000 円 

学校施設内

外を問わず、

課外活動（ク

ラブ活動）を

行っている

間 

14 日～ 29 日 30,000 円 

30 日～ 59 日 50,000 円 

60 日～ 89 日 80,000 円 

90 日～119 日 110,000 円 

120 日～149 日 140,000 円 

150 日～179 日 170,000 円 

180 日～269 日 200,000 円 

270 日～ 300,000 円 

※正課中・学校行事中は、1 日目から医療保険金と入院加算金の支払対象となります。 

 

4． 保険料と保険期間（保険期間は所定の修業年限にあわせます） 

種 別 所 属 保険期間 保険料 

通学中等傷害危険担保特約・接触感染予防

保険金支払特約付帯コース 

食物栄養学部 4 年間 3,370 円 

編 入 学 2 年間 1,790 円 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 4 年間 3,300 円 

※大学院（昼間）の場合、北区所属の方は 1,750円、南区所属の方は 1,790円です。 

 大学院の社会人選抜（夜間）の場合、北区所属の方は 750 円、南区所属の方は 790 円です。 
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＜学生教育研究賠償責任保険＞（学研災付帯賠償責任保険） 

 

 国内外において、学生が正課、学校行事およびその往復途中で、他人を負傷させた場合や他人の財

物を損壊したことにより生じる法律上の損害賠償を補償します。 

 

保険料と保険期間（保険期間は所定の修業年限にあわせます） 

内 容 所 属 保険期間 保険料 

学生教育研究賠償責任保険 

Aコース 

対人賠償と対物賠償を合
わせて１事故につき１億
円限度（免責金額 0円） 
日本国内外の事故を担保 

食物栄養学部 4 年間 1,360円 

編 入 学 2 年間  680円 

※大学院の場合、北区所属の方は A コース（2 年間 680 円）、南区所属の方は医学賠 C コース（2 年

間 1,000円）に加入します。 

 

 

＜総合補償制度「Will」＞（食物栄養学部の 3・4 年生・リハビリテーション学部が加入） 

 

 学研災・学研賠において補償されない自転車事故による補償（自転車保険）や感染症に感染した場

合の見舞金、二次感染を引き起こした際の実習先に向けた賠償に対応可能な補償制度。 

 

1. 保険金が支払われる場合 

（1）臨床実習中に学生が傷害を被ったときの補償 

演習または実技による病院内および学内での臨床実習中に起こった、急激かつ偶然な外来の事

故により怪我をして、事故の日からその日を含めて 180 日以内の死亡・後遺障害・入院・手術・

通院について保険金が支払われます。（場合により学研災との併用可能） 

（2）第三者に対する賠償責任への補償 

国内外 24時間において、 

①他人を負傷させた、または他人の所有物を破損した場合 

②他人から預かったものを損壊または盗取された場合 

法律上支払わなければならない賠償金を保険金額の範囲内で補償します。（時価額） 

※補償範囲として自転車保険を含みますが、車両保険は含みません。 

（3）臨床実習中における感染事故予防の補償 

臨床実習先における、接触感染（針刺しに限らない）や、院内感染の予防措置費用、検査費用

等の費用をお支払いいたします。 

（4）共済制度における補償 

共済制度は、掛金に含まれる共済制度運営費を財源とし、感染症補償を中心に、主に損害保険

では補償が難しい事故に対して見舞金を給付する制度です。 

 

2. 保険金が支払われない場合 

故意、闘争行為、犯罪行為、地震、噴火、津波、戦争、暴動、放射線・放射能による傷害、無資格

運転・酒酔い運転など。なお、飲酒による急性アルコール中毒症など急激・偶然・外来の条件を充足
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しない事故も対象となりません。 

 

3. 保険金の種類と金額 

事故発生時の 

活動の種別 
支払保険金 

入院加算金 

（180 日限度） 

臨床実習中 
（傷害） 

2,800 円/日 
（1日目から補償） 

入院 1 日につき 

3,800 円 

感染症見舞金 
（1類～3類の感染症） 

一律 30,000 円  

感染症見舞金 
（4類～5類の感染症） 

※インフルエンザ・新型コロナウイルスを除く 
一律 7,000 円  

感染症見舞金 
（インフルエンザの場合） 

一律 5,000 円 
 

感染症見舞金 
（新型コロナウイルスの場合） 

※入院した場合に限る 
一律 10,000 円 

 

※その他賠償・補償につきましては限度額以下にて時価額・実費等で審査されます。 

※新型コロナウイルスについては入院治療に限ります。 

※同一の感染症については、保険期間中 1回のみ対象となります。 

 

4. 保険料と保険期間（保険期間は毎年更新され、所定の修業年限にあわせます） 

種 別 所 属 保険期間 年間掛金 

総合補償制度 Will  
リハビリテーション学部 

食物栄養学部（3,4年次） 

1 年間 
（毎年更新） 

3,000 円～  

4,500 円※ 

※総合補償制度Will は感染症罹患、二次感染における賠償においても幅広く補償されている点や、学

科の特性上、病院や施設実習に行く機会があるためリハビリテーション学部は 1年次より、食物栄養

学部は 3年次より加入しています。 

 

 

 

 


